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 当社では、紙文書への捺印・署名に代えて、電子ファイル上に意

思表示の証跡を残す電子署名サービス「DocuSign」（以下「本

サービス」といいます）の導入を致しました。

 本書では、取引先様にご利用いただいた場合のメリットや手順等

をご説明します。

 本サービスの利用イメージや詳細説明については、以下のWEBサ

イトをご参照ください。

・DocuSign基本機能の説明動画

・DocuSign社サポートサイト

・DocuSign社プライバシーポリシー

はじめに

https://www.youtube.com/watch?v=chwi2dj-RSM
https://support.docusign.com/jp/home
https://www.docusign.jp/company/privacy-policy
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DocuSign eSignatureとは

DocuSignの電子署名は紙と署名捺印による合意をデジタ
ルにするクラウドサービスです。
パソコンやモバイルデバイスでいつでもどこからでも合
意が行え、その記録をDocuSignが第三者的に安全に記録
することで証拠能力をもたせます。
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ご利用のメリット

 本サービスをご利用いただくメリットは以下のとおりです。

 印紙代の削減（※）

 契約書原本を郵送する工数・費用の削減

 契約締結までに要する時間の短縮

 取引先様におけるアカウントの登録、利用料のご負担、専用

のアプリケーションのインストールはいずれも不要です。

 システム要件はDocuSign社のWEBサイトをご確認ください。

※ 電子ファイルを原本とする場合、印紙税の課税対象とはなりません。

https://support.docusign.com/jp/guides/signer-guide-signing-system-requirements
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ご利用の流れ

本サービスをご利用頂く場合の流れは以下のとおりです。

① 当社にて電子署名を行う文書の電子ファイルを本サービス上に登録。

貴社の署名権者様に対し、電子ファイルへのリンクが貼られたメール

が本サービスから送付されます。

② 貴社の署名権者様がメールに貼られたリンクから文書にアクセスし、

電子署名を実施。

本サービス

① 電子ファイルの登録

②電子署名依頼

③ 電子署名実施

当社 貴社

④ 電子ファイルへのリンクの
貼られたメールの送付
（電子署名依頼）

ご担当者様

署名の権限を
お持ちの方

⑤ 電子サイン実施

④Ccメールの通知

※ 本サービスからのメールが迷惑メールに分類されることがありますので、ご注意ください。
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取引先様に事前にご確認・ご提供頂く情報

電子署名のご利用に先立ち、以下の情報を当社担当者にご提
供ください。

※署名権者のメールアドレスに関しては、次頁をご確認ください。

ご提供頂く情報 目的等

署名権者の役職・氏名 ※契約書の署名欄に既に記入している場合は不要です。

署名権者ご本人のメー
ルアドレス（※）

署名権者ご本人を特定するために必要な情報です。こ
のメールアドレスに対して、電子署名の署名依頼の
メールが通知されます。
署名権者ご本人のメールアドレスをご提供ください。

Ccに入れる担当者の氏
名とメールアドレス

電子署名発信時に署名者以外の担当者にCcを入れるこ
とが可能です。Ccに入れる必要のある担当者の氏名と
メールアドレスをご提供ください。
組織メールアドレスも可能です。
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署名権者のメールアドレス

 電子署名の本人性の確保の観点から、原則として、署名権者（名義人）
ご本人のメールアドレスで署名をお願いします。

 ご本人のメールアドレスで署名することがやむを得ず困難である場合、
以下の事項を確認できる資料を当社担当者にご提供ください（例：社内規

則の該当箇所の写し、貴社の社印入り回答文書（PDF可）など）。

- ご本人以外のメールアドレス（例：組織メールアドレス）で契約締結を
行う運用を会社として正式に行っていること
- そのメールアドレス保有者（例：署名権者の下位の役職者）に対し、署
名作業を行う正当な権限移譲がされていること

※建設業法に基づく請負契約など、関係法令上の要件として本人性（本人
確認措置）が求められる場合は、必ず署名権者（名義人）ご本人のメー
ルアドレスで署名をお願いします。
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電子署名を実施される方（署名権者様）における作業

本サービスを介して、電子署名の依頼

メールが届きますので、「文書の確

認」をクリックしてください。

「続行」を押し、契約の内容をご確認ください。

※ 本サービスからのメールが迷惑メール

に分類されることがありますので、ご

注意ください。
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電子署名を実施される方（署名権者様）における作業

左上の「開始」を押すと、電子署名

を付す場所に移動します。

「署名」を押し、電子署名をご入力ください。

（活字書体か手書きかを選択できますが、法的な効力に

影響を与えるものではありませんので、いずれをご利用

いただいても問題ありません）
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電子署名を実施される方（署名権者様）における作業

最後に「完了」を押してください。これで契約に電子署名が付さ

れたこととなります。
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締結済文書と完了証明書のダウンロード方法

全ての署名が完了すると署名を実

施した方、Cc通知を受けた方に通

知メールが届きます。「完了済文

書の表示」ボタンをクリックする

と完了済文書（締結済文書）にア

クセスできます。

※通知メールには完了済文書と完了証

明書が添付されます。

ダウンロードアイコンを押し、プルダウンから

「結合されたPDF」か「個別PDF」のいずれかを選

択します。「結合されたPDF」を選択した場合、

完了済文書と完了証明書が結合されたPDFデータ

がダウンロードされます
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締結済文書と完了証明書のダウンロード方法

完了報告書はこのようなイメージの

ものです。

締結済文書（契約）ファイルと共に

保管して頂くようお願いします。
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電子署名の適法性

DocuSignによる電子署名による契約は、法的に有効と判断しています。

 契約は口頭でも成立するものであり（民法522条2項）、当事者が合意をす
れば、電子署名による契約（電子契約）であっても有効に成立します
（一部の要式契約を除きます。）。

 DocuSignなどのクラウド型電子署名サービスは、電子署名法上の電子署名
の要件を満たし得ると明言されています（総務省/法務省/経済産業省「電子署

名法第2条関係Q&A」（令和２年７月17日））。

 DocuSignでは以下の機能を有しており、当事者間の合意を証明するのに十
分な証拠能力を備えていると判断しております。

- 電子署名による非改ざん性の証明
- メール認証による本人確認
- 完了証明書による電子署名に対するアクティビティの記録




